
新技術・新製品開発支援制度のご案内

令和７年度 新産業創出

シーズ発掘事業補助金
年間随時受付中！

製造業等ものづくりにより事業の展開を目指す

県内企業の皆さまからのご応募を、お待ちしております。

公益財団法人 若狭湾エネルギー研究センターでは、県内に事業所を有する企業の皆様を対象に、新技

術・新製品の開発を行うためのシーズ（文献調査、先進地調査等）や世の中のニーズ等の調査、およびこ

れらの調査に基づく簡易な試作・実験等の取り組みを支援するための補助金制度を実施しています。これ

は、福井県の嶺南Ｅコースト計画にもつながる取組みです。

補助対象分野としては、①原子力・エネルギー分野（廃止措置関連含む）、②地域産業活性化分野、③

環境分野、④植物工場・施設園芸分野、⑤防災分野があり、県内企業による将来の製品化、事業化を支

援しています。

なお、各分野に関して「脱炭素に資する事業」の場合については、補助率・補助限度額を拡大してます。
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これまでの主な成果事例
○地域産業活性化分野 ○防災分野

地元鯖江の酒粕と大吟醸酒を

使ったプリンの新商品開発

地元敦賀で焙煎された珈琲豆と

蒸留酒を活用したリキュールの

商品開発

着脱式空調機能付き高通気性

農作業服の開発

抗ウイルス加工生地を用いた

取替可能なパーテーションの

開発

補助対象事業者

補助率

補助限度額

募集期間

補助対象事業

①原子力･エネルギー分野（廃止措置関連含む）、②地域産業活性化

分野、③環境分野、④植物工場・施設園芸分野、⑤防災分野に関連する

技術等を活用した新技術･新製品を開発するためのシーズ（文献調査、

先進地調査、専門的知識を有する方からの指導・相談等）、ニーズ等の

調査およびこれらの調査に基づく簡易な試作実験等

○地域産業活性化分野

（裏側）

○地域産業活性化分野



補助対象経費

消耗品費
試作実験を行うための試薬や材料等の

消耗品、試作実験に使用する原料や材料、

資材などの購入経費

外注費
試作実験に必要な原材料等

の再加工および設計、分析等

を外注する経費

調査費
文献・資料収集や特許検索等

に要する経費

謝金
アドバイザーの招へいや

相談に要する経費

その他の経費
機械装置等のリース・レンタルに要する

経費等で、当法人理事長が特に必要と認

めた経費

当法人のホームページに掲載している「募集案内」、「交付要領」をお読みいただき、必要書類を

作成の上、当法人（産業育成部）までお申込みください。（なるべく事前にご相談をお願いします）

※該当ページのURL：https://www.werc.or.jp/support/seeds/

◆ 応募方法◆

ご提出いただきました「交付申請書」に基づき、事業内容等について「書面」による審査を実施

したうえで、補助金交付の可否を決定します。

◆ 補助金交付の可否の決定方法◆

旅費
企業・研究所等への訪問調査に要する経

費や、外部から指導を受ける場合の技術

指導者に支払われる旅費等の経費
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お問い合わせ・応募先

公益財団法人

若狭湾エネルギー研究センター

産業育成部

〒９１４-０１９２

福井県敦賀市長谷６４-５２-１

電話 ０７７０-２４-７２７６

ＦＡＸ ０７７０-２４-７２７５

Ｅメール sangyo@werc.or.jp

URL：https://www.werc.or.jp/

商品開発 開発

主なスケジュール（補助金申請から支払まで）
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補助金支払後も、令和８年度以降

５年間は「企業化報告」等を行って

いただく必要があります。
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補助対象となる経費は、以下の条件をすべて満たすものとします。

①事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

②交付決定日以降の契約・発注により発生した経費

③事業期間内（２月末日まで）に支払が完了している経費

④証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

（詳しくは、「募集案内」等をご参照ください。）

申請企業の人件費、電気代、謝金や、申請企業グループ内の企業間取引に要する経費などは認められません。

また、やむを得ない事由により計画変更をするときは、計画変更前にエネ研の承認を受けてください。


